
.

NO. 所属 氏名

1 徳島県東部県土整備局鳴門庁舎副局長 秋田　裕二
道路管理者
港湾管理者

②

2 徳島バス（株）営業部副部長 東　孝行 公共交通事業者等 ②

3 鳴門市幼小中ＰＴＡ連合会長 蟹江　美子 公共交通利用者 ③

4 国土交通省四国運輸局徳島運輸支局首席運輸企画専門官 櫛田　哲也 その他鳴門市が必要と認める者 ③

5 国土交通省四国地方整備局徳島河川国道事務所徳島国道出張所長 黒石　和俊
道路管理者
港湾管理者

②

6 鳴門市政策監 小泉　憲司 鳴門市 ①

7 徳島県鳴門警察署交通課長 澤田　拓哉 公安委員会 ③

8 鳴門市副市長 谷　重幸 鳴門市 ①

9 鳴門市自治振興連合会監事 田村　豊 公共交通利用者 ③

10 徳島県タクシー協会（鳴門第一タクシー（有）代表取締役） 長尾　春代 公共交通事業者等 ②

11 （一社）徳島県バス協会専務理事 重本　錦二 公共交通事業者等 ②

12 鳴門市社会福祉協議会長 藤村　松男 公共交通利用者 ③

13 鳴門市老人クラブ連合会副会長 前田　ユキ子 公共交通利用者 ③

14 徳島バス労働組合委員長 松本　忠宏 公共交通事業者等 ②

15 徳島県県土整備部次世代交通課係長 笹田　明伸 その他鳴門市が必要と認める者 ③

16 徳島大学大学院社会産業理工学研究部長 山中　英生 学識経験者 ③

17 四国旅客鉄道株式会社徳島企画部長 山本　仁志 その他鳴門市が必要と認める者 ③

18 国土交通省四国運輸局徳島運輸支局首席運輸企画専門官 山本　美恵子 その他鳴門市が必要と認める者 ③

オブザーバー

国土交通省四国運輸局交通政策部交通企画課課長 木村　圭佑

※地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第6条第2項に掲げる者

①地域公共交通計画を作成しようとする地方公共団体

②関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者そのた地域公共交通計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者

③関係する公安委員会及び地域公共交通の利用者、学識経験者その他の当該地方公共団体が必要と認める者

要綱第8条第5項の規定に基づく出席者

鳴門市地域公共交通活性化協議会　委員名簿
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